
町からのお知らせ －1－ ２月１日号  

第１２４３号    全４ページ 
２０１９年２月１日号 

町からの 

平成３１年度 保育所入所児童の募集について  

平成３１年４月から保育所（興部・沙留）に入所を希望される児童を次のとおり募集しま

すので、希望される方は期日までに手続きされますようご案内いたします。なお、興部保育

所は４月１日より指定管理者制度を導入するため「学校法人はまなす学園」が施設の管理・

運営を行います。 

１．入所できる児童 

保育所へ入所できる児童は、保護者及び同居の親族その他の者全員が居宅内外で労働し

ている等により、保育を必要とすると認められた場合です。 

２．入所定員 

興部保育所 ４５名（１歳児～３名、２歳児～６名、３歳以上児～３６名） 

沙留保育所 ４５名（１歳児～１名、２歳児～４名、３歳以上児～４０名） 

３．入所申込み手続き 

新たに入所を希望される方、また現在入所されていて継続入所を希望される方は、関係

書類を期日までに提出してください。 

＜申請書等の配布及び提出先＞ 

  福祉保健総合センター「きらり」、沙留出張所、興部保育所、沙留保育所 

４．入所の決定 

児童の家庭状況等に基づき審査を行い、定員を超える場合は、保育の必要性が高いとみ

なされる児童から入所決定となりますのでご了承願います。なお、入所が決定しましたら

保護者に通知いたします。 

５．保育料 

入所児童の保護者および家族の「町民税所得割額」によって決定します。なお、町民税

の税額は６月に決定されるため、平成３１年４月分から８月分までの保育料については

「平成３０年度町民税所得割額」、９月分から３月分の保育料については、「平成３１年度

町民税所得割額」をもとに算出します。 

６．申込み締切日  ２月１５日（金）まで  

※以降の申込みについては、定員内であれば随時受け付けます。 

７．その他 

不明な点などがありましたら、福祉保健課 社会福祉係（℡８２－４１２０）までお問

合わせください。 

住宅入居者募集のお知らせ  

興部町では、次の住宅について入居者を募集します。 

申込者に応じて、申込時の必要書類が異なりますので、お早目にご相談ください。 

＜公営住宅＞ 所得の月額基準：158,000 円以下（裁量階層 214,000 円以下） 

【新規掲載の住宅】  

団地名 募集戸数 
建設年度 

構 造 等 
間取り 

法定家賃 
管理番号 面 積 

泉町団地 

（２号棟） 

1 戸 

（２階） 

Ｈ５ 

３３３ 

鉄筋コンクリート造 

３階建 

３ＬＤＫ 

78.41 ㎡ 

22,300～ 

43,800 円 

泉町団地 

（３号棟） 

1 戸 

（２階） 

H６ 

３５０ 

鉄筋コンクリート造 

３階建 

３ＬＤＫ 

74.14 ㎡ 

21,400～ 

41,900 円 

緑ヶ丘団地 １戸 
Ｓ６０ 

３０４ 

セラミックブロック造 

平屋建 

３ＬＤＫ 

68.35 ㎡ 

14,600～ 

19,800 円 

※家賃の他に共益費（石油給油器使用料として 2,000 円、草刈料として泉町団地 500 円）

が別途加算されます。 

※若年単身者：申込不可 

【先月に引き続き募集している住宅】 

《泉 町 団 地》（３号棟）２LDK 1 戸、（３号棟）３LDK 1 戸 

《沙 留 団 地》１LDK １戸 

《新沙留団地》３LDK ２戸、２LDK ２戸、２ＤＫ １戸 

＜特定公共賃貸住宅＞ 所得の月額基準：158,001 円～487,000 円 

【先月に引き続き募集している住宅】 《新沙留団地》３LDK １戸、２LDK １戸 

〈注意事項〉 

※募集住宅の詳細は、興部町ホームページ（http://www.town.okoppe.lg.jp）または、 

下記へお問い合わせください。 

※家賃は、所得に応じて変わります。 

※所得の月額基準の裁量階層は、同居者に小学校就学前の方がいる場合など、一定の条件 

を満たす方が対象となります。 

※原則、入居時に法定家賃の３ヶ月分を敷金として納めていただきます。 

【入居申込資格】 

・町税・上下水道料・保育料等に未納が無い方で、連帯保証人が１名いること。 

※他にも要件等がありますので、詳しくは、下記へお問い合わせください。 

【申込期限】 ２月１５日（金）１７：１５ 

【問い合わせ先】 建設課 建築維持係（℡８２-２１６６） 

お知らせ 
 

 



町からのお知らせ －2－ ２月１日号  

平成３０年分 所得申告の受付について  

平成３０年分の所得申告受付につきまして、次の要領により行いますので、期間内に申告
を済まされますようお願い致します。 

■申告の必要な方 

①平成３０年１月１日～平成３０年１２月３１日までの間に収入を得た方 

※収入とは、営業・給与（事業専従者給与を含む）・報酬・年金・賃金・譲渡等により支
払いを受けること。 

※公的年金等の収入額の合計額が４００万円以下（複数から受給されている場合は、その
合計額）で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下である場合
には、所得税の確定申告をする必要はありません。 

②年末調整が済んでいる方で、年金・賃金・不動産収入のある方。医療費控除・住宅借入金
等特別控除の適用を受ける方。また、年末調整に誤りのある方。 

＊譲渡申告（土地や建物、株式などの資産を譲渡した人）、贈与申告のある方は、直接、
紋別税務署で申告をお願いします。 

③申告を要する収入はないが、国民健康保険に加入している方 

  但し、上記のような場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 

 

（例） ・所得税の還付を受けるため（年金特徴等） 
・上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰越するため 
・住民税の申告（扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等）をする事によっ 
て、翌年度の住民税の賦課額が減額になる場合等 

◆所得税等の確定申告書には 

 【マイナンバー（１２桁）の記載】と、【本人確認書類の提示または写しの添付】が 
 必要です。 

※平成３１年１月１日現在で当町の住民となっていない方につきましては、給与・年金支払
者等より報告を受けていないため、右記会場での申告はできませんので、ご了承願います。
申告先住所の不明な方は、あらかじめご連絡願います。 

■確定申告を税務署または e-tax で申告される方は３月１５日（金）まで申告可能です。 

■還付申告については、上記日程以前より申告できますが、給与支払者より給与支払報告書、

公的年金支払報告書の提出がない場合は確認できませんので、申告を希望する方は、事前に

電話で確認願います。 

（例年 ２月１０日頃より） 

■申告日程 （土・日曜日は申告の受付は行っておりません）  

受 付 月 日 対象地区 区分 受付時間 受付会場 

２月 

１８日（月） 浜町・元町・東町 一般 

9：00～1６：３0 
役場 1 階 

第 1 会議室 

１９日（火） 本 町 ・ 仲 町 一般 

２０日（水） 幸 町 ・ 栄 町 一般 

２１日（木） 泉 町 一般 

２２日（金） 
新 泉 町 ・ 新 町 

北 興 
一般 

２５日（月） 旭 町 ・ 春 日 町 一般 

２６日（火） 緑ヶ丘・宮下町 一般 

２７日（水） 

沙留（西町・汐

見町・北浜町・港

町・元町）・住吉 

一般 

9：00～1６：３0 

沙留公民館 
２８日（木） 

沙留（海運町・緑

町・旭町）・富丘 
一般 

３月 

１日（金） 沙留（指定なし） 一般 9：00～1１：３0 

４日（月） 宇津・秋里・豊野 一般 

9：00～1６：３0 
役場 1 階 

第 1 会議室 

５日（火）～ 

  ８日（金） 
農 業 者 の み 農業 

1１日（月）～

1４日（木）    
指 定 な し 一般 

【注意】今年度より、宇津集落センターでの申告受付は行いませんので、ご理解のほど 

    よろしくお願い致します。 

※興部町内の会場設定は３月１４日までとしていますので、お早めに申告を済まされるよう

お願いします。 

※期間中連絡先   ◎沙留公民館  ℡８３－２３０６ 

※なお、不明な点や詳しい内容についてのお問い合わせは、 

◎紋別税務署   ℡０１５８－２３－２１９１（代表） 

 ◎住民課 税務係 ℡８２－２１６４（内線２２５・２２６） までご連絡願います。 

 



町からのお知らせ －3－ ２月１日号  

健康推進係からのお知らせ  

◎２月に実施する健診事業 

○乳児健診  ・・・２月２８日（木）１２：３０～１４：３０ きらり 

 ※対象となるお子さんのいるご家庭には、ご案内をお送りいたします。 

◎元気はつらつ体操教室『簡単にできる健康体操』のお知らせ（参加費無料） 

目的別に対応した運動講師の実践指導を行います。「いつまでも健康でいきいきと！」を

意識しながら、一緒に楽しく継続した運動を実践してみませんか？ 

○日 程  ２月１９日（火） きらり   １３：３０～１５：００ 

２月２０日（水） 沙留公民館 １３：３０～１５：００ 

○対 象 おおむね６５歳以上の方 

※運動プログラムは上記対象の方に対応していますが、自分自身の健康に関心の

ある方は年齢を問わずどなたでも参加可能です。 

○内 容 体力測定（脚力やバランス能力等）、運動ミニ講話、 

腰痛予防改善のための運動実践 

○講 師 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

○持ち物 飲み物、タオル （会場には冷たいお茶・温かいお茶を用意しています） 

※沙留会場は外履きで可能ですが、必要な方は運動用の靴に履き替えをお願いします。 

◎ヘルスアップ教室のお知らせ（参加費無料） 

 ○日 程 ２月２１日（木）１０：００～１２：００ 農業者トレーニングセンター 

 ○内 容 運動講師による講話・ノルディックウォーキング、血管年齢測定 

 ○講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

 ○持ち物 上靴 

 

◆上記に関するお問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係 （℡８２－４１７０） 

 
 
 
 
 
 
 

興部町臨時職員の公募について  

町では、興部町学校給食センターの臨時職員を下記のとおり公募いたします。 

○勤 務 場 所   興部町学校給食センター 

○業 務 内 容   代替勤務給食調理員 

（主な業務：調理業務・食器等洗浄業務） 

※年間の勤務日数は１００日程度で、半日のみの勤務もあります 

※常勤調理員の突発的な欠勤時に勤務をお願いすることがあります 

○採 用 人 員   1 名 

○勤 務 時 間   ８：１５ ～ １５：１５（夏季休業と冬季休業あり） 

○賃   金   時間給 ８９０円 

○採 用 期 間   平成３１年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日（更新有） 

○応 募 条 件   ６５歳未満の方で、町内在住者または在住可能な方 

○提 出 書 類   履歴書１通を本人が持参して下さい 

         ※市販の履歴書に自筆して上半身写真を添付 

○書類提出先   役場総務課 総務厚生係 ℡８２－２１３１ 

○申 込 締 切   ２月１５日（金） （期日厳守） 

○選 考 方 法   書類審査の上、面接により選考します 

（面接日時は後日連絡します） 

○お問合せ先   興部町学校給食センター  ℡８２－３４１１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



町からのお知らせ －4－ ２月１日号  

第３９回協会長杯兼武田杯争奪職域対抗バドミントン大会  

◎日  時  ３月３日（日） ９：００開会式  ９：３０競技開始 

◎場  所  興部町農業者トレーニングセンター 

◎種  目  ○団体戦  

１部（３ダブルス）「男子 W・女子 W・混合 A」 

２部（５ダブルス）「男子 W・女子 W・混合 A・混合 B・混合 C」 

◎個 人 戦  「１部男子Ｓ・１部男子Ｗ・2 部男子Ｗ・中学男子Ｓ」 

「１部女子Ｗ・２部女子Ｗ・中学女子Ｓ」 

◎参加資格  ・町内外を問わず、職域・自治会・グループ等で１部は１チーム男２名・女

子２名以上、２部は男子３名・女子３名以上で編成する事 

・団体戦１部【今までに管内大会に出場した事のある者がチーム内に入って

いるチーム】 

・団体戦２部【原則として初心者を対象とする。但し、２部の判定は協会で

行なう】 

・個人戦（1 部・2 部）【団体戦の出場チームが多い時は、中止する場合が

ある。また参加者数によって、変更する時もある】 

◎競技方法  ・原則として、団体戦は予選リーグ・決勝トーナメントで行なう。 

・1 部・2 部とも、２１ポイント３ゲームマッチ。参加チームが多い時は内

容変更あり 

・個人戦は、トーナメント戦。但し、参加者数によりリーグ戦とする。 

◎参 加 費  ○団体戦 １チーム ５，０００円、個人戦 １人 ５００円 

◎そ の 他  ・主審及び線審は参加選手相互で行う。 

・昼食は、各チームでご用意ください。 

・万が一の事故につきましては、主催者として責任を負いかねますが、一日

保険につきましては、全員加入します。 

◎申込期限  ２月２５日（月）（必着）までに下記へお申込ください。 

◎申込先およびお問い合わせ 

〒０９８－１６０３ 興部町東町  川谷 昭男 まで  

℡８２－３２５２（自宅）・ＦＡＸ ８２－３２２３（職場） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目指せ！４５００日！】 
平成３１年２月１日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４１８７日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 


